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令和５年第１０回にかほ市教育委員会会議録 

 

１．期  日   令和 5年 9月 26日 火曜日 

２．場  所   金浦公民館 研修室 

３．開  会   午後 1時 30分 

４．閉  会   午後 2時 15分 

 

５．出席委員   教育長  小 園  敦 

委 員  伊 藤  知  

         委 員  佐 藤 道 彦 

委 員  小 松 雅 子 

         委 員  佐 藤   緑 

 

６．説明のための出席者 

         教 育 次 長   佐 藤 喜 仁 

         教育総務課長   今 野 和 彦 

         学校教育課長   菱 刈 宏 記 

         生涯学習課長   山 田   高 

         仁賀保公民館長   佐々木  美  和  

         象潟公民館長   佐々木 和 則 

         フェライト子ども科学館長   鎌 田 昭 義 

白瀬南極探検隊記念館長   佐々木 真紀子 

文化財保護課長    齋  藤  泉  

          

７．書  記   教育総務課副主幹   加 賀 真珠美 

 

８．会議に付した議案 

議案第 33号 令和 5年度（令和 4年度事業）教育委員会に関する事務の点検・

評価報告について 

議案第 34号 にかほ市教育委員会評価委員会委員の委嘱について 

議案第 35号 にかほ市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則 

制定について 

 

９．可 決 し た 議 案 

議案第 33号 令和 5年度（令和 4年度事業）教育委員会に関する事務の点検・

評価報告について 

議案第 34号 にかほ市教育委員会評価委員会委員の委嘱について 
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議案第 35号 にかほ市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を改正する規則 

制定について 

 

１０．その他の確認事項 

       （１）次回の教育委員会は令和 5年 10月 25日（水）午後 1時 30分から

金浦公民館で開催することにした。 

 

１１．会議の要旨 

 

 

             【開会 午後 1時 30分】 

 

 

【教育長】 

ただ今から令和 5年第 10回にかほ市教育委員会を開催いたします。今回の出席委員は、

5名です。議会日程の第 1「会議録署名委員の指名」を行います。委員には、伊藤委員と

佐藤道彦委員にお願いいたします。書記には、事務局の加賀副主幹を指名いたします。 

それでは、日程の第 2「議案第 33号 令和 5年度（令和 4年度事業）教育委員会に関す

る事務の点検・評価報告について」を議題といたします。教育総務課長から説明をお願

いいたします。 

 

（教育総務課長から説明） 

 

【教育長】 

 議案第 33号について質疑・意見等はありませんか。 

 

【佐藤緑委員】 

 3人の評価委員の方がいらっしゃいますが、評価シート、総評については、3名の方で

協議のうえ提出するのでしょうか。事務局の方でまとめたものを提出するのでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

 評価委員会の際に評価委員の方々から各課に対して出された意見を事務局でまとめて、

報告書、総評として評価委員の方々に提示しております。 

 

【佐藤道彦委員】 

 高齢者学級についての課題の記載があります。高齢者学級は自主活動化を目指してい

るということでしょうか。機会や場を提供するだけではなくて自主的にやっていただく

ことを目指しているのでしょうか。 
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【生涯学習課長（金浦公民館長）】 

 自主活動化は望ましく、当初はそれを目指してはおりましたが、高齢化の影響もあり、

新しい方もなかなか入らないという状況ですので、現実的には厳しいと考えております。

各地区の高齢者学級の参加率は 50％を超えている状況です。まずは高齢者が元気に過ご

せる場は必要だと思いますので、市側が主体となり実施をしていきます。若い方が参加

しやすくなるような取り組みについては、今後も力を入れていく必要があると考えてい

ます。 

 

【佐藤緑委員】 

 象潟と仁賀保は自主活動として進めているのでしょうか。 

 

【仁賀保公民館長】 

 高齢者学級は 3 館で足並みを揃えて実施しています。課題も同じであり、自主活動化

は望ましいと考えておりますが、現実的には厳しい状況です。 

 

【伊藤委員】 

 昨年の事業評価に関しては、単年度事業を評価対象としておりました。今年度は継続

事業を対象としており、事業評価をしていくうえでよいことだと思いますので、このよ

うなかたちで継続していただきたいと思います。 

 

【教育長】 

 ご意見ありがとうございました。議案第 33号について質疑・意見等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

それでは、議案第 33号については、異議ないものと認め、原案のとおり承認すること

に決定しました。 

次に、議事日程の第 3「議案第 34号 にかほ市教育委員会評価委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。教育総務課長から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長から説明） 

 

【教育長】 

 議案第 34号について質疑・意見等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

 それでは、議案第 34号については、異議ないものと認め、原案のとおり承認すること
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に決定しました。 

 次に、議案日程の第 4「議案第 35号 にかほ市奨学資金貸付基金条例施行規則の一部を

改正する規則について」を議題といたします。教育総務課長から説明をお願いします。 

 

（教育総務課長から説明） 

 

【教育長】 

適正な時期に入学一時金の貸与を行うための規則改正ということになります。議案第

35号について、質問等ありませんか。 

 

【伊藤委員】 

 実際に奨学金を貸与したけれども合格しなかったという実例を受けての改正なのでし

ょうか。または起こる可能性が無きにしも非ずということで改正を行うのでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

 昨年までの時点で、そのような事例は確認する限りではありませんでした。しかし、

合格できなかった場合、返還をしてもらわないといけないと危惧するところはこれまで

もありましたので、改正をすることとしたものです。 

 

【伊藤委員】 

 実例があったかどうかについては、過去のことも紐解いて説明を加えていただけると

分かりやすいと思います。このような改正は良い事ですが、改正することで事務手続き

は増えることになります。奨学金の申請はしてもらい、合否が判明した時点で審査会を

開催するといった審査会の時期の変更を行うことで、事務手続きを変えずに行っていく

ということは不可能なのでしょうか。そうした方が事務手続きは簡素化できると思いま

す。 

 

【教育次長】 

 審査会の時期を遅らせるということは、申請を受付けてから結果を通知するまで、音

沙汰の無い期間ができてしまうことになります。奨学生として認められて安心したうえ

で受験に臨んでもらうためにも、この時期の募集、審査会としておりますので、選定さ

れましたという安心感をもってもらうための書類として「選定通知」をお出しして、後

に合格をしたら決定をするという手順をつくろうというものです。 

 

【小松委員】 

 今回の改正とは別件になりますが、奨学金の保証人になった方の話を聞きました。第

三者のお子さんの保証人になるということは何かがあった時のことを考えると、不安が

大きいということでした。普通の借金だと信用保証協会というものがありますが、この
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ような奨学金においても保証人制度というものはないのでしょうか。 

 

【教育総務課長】 

 日本学生支援機構等はそのような制度は設けているようですが、市町村の奨学金では

そのような制度を設けているところはありません。 

 

【小松委員】 

 親戚の方に保証人をお願いするという例が多いと思います。今、親戚付き合いも希薄

になっている世の中で、頼れる人がいなく孤立して困っている人もいると思います。全

ての方々とまではいかなくても、そのような方を救済するために、例え手数料がかかっ

て貸与金額が少し減ったとしてでも、何か方法があるようでしたら考えていただけたら

いいのかと思います。 

 

【教育長】 

 伊藤委員からは事務の負担軽減のご配慮のもとお話がありましたが、事務局としては、

申請する方とその親御さんの安心感を保つためにも今回の改正を行うということです。

また小松委員のご意見については、保証人になる側の不安の解消に繋がる方法なども今

後検討していければと思います。 

ほかに議案第 35号について質疑、意見等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

それでは、議案第 35号につきましても異議ないものと認め、原案のとおり承認するこ

とに決定しました。 

次に、日程の第 5「報告」に入ります。はじめに私から報告いたします。 

 

（教育長 報告） 

 

それでは、教育総務課長から、順次「報告」をお願いします。 

 

（教育総務課長から順に報告） 

 

ただいま各課から報告がありましたが、確認したいことや詳しく聞いておきたいこと

などはございませんか。ないようですので、これで「報告」について終わります。 

 

以上で、全ての審議が終わりましたが、委員の皆さんから何かありませんか。 

 

（なしの声） 
































